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平成３０年９月三種町議会定例会会議録 

 平成３０年９月１１日三種町議会を三種町議会議場に招集した。 

 

一、出席した議員は、次のとおりである。 

     １番  三 浦   敦    ２番  平 賀   真 

     ３番  伊 藤 千 作    ４番  大 山 善治郎 

     ５番  児 玉 信 長    ６番  清 水 欣 也 

     ７番  加 藤 彦次郎    ８番  後 藤 栄美子 

     ９番  成 田 光 一   １０番  大 澤 和 雄 

    １１番  高 橋   満   １２番  工 藤 秀 明 

    １３番  堺 谷 直 樹   １４番  安 藤 賢 藏 

    １５番  小 澤 高 道   １６番  金 子 芳 継 

 

一、欠席した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、遅参した議員は、次のとおりである。 

    １１番  高 橋   満 

 

一、早退した議員は、次のとおりである。 

    なし 

 

一、地方自治法第１２１条の規定により、説明員として出席を求めた者並びに委任を受

け出席した者は、次のとおりである。 

 

町 長  田 川 政 幸  副 町 長   

教 育 長  鎌 田 義 人  総 務 課 長  石 井 靖 紀

企 画 政 策 課 長  金 子  孝  税 務 課 長  佐 々 木 恭 一

町 民 生 活 課 長  高 橋  泉  福 祉 課 長  加 賀 谷  司

健 康 推 進 課 長  金 子 英 人  農 林 課 長  寺 沢 梶 人

商工観光交流課長  桜 庭 勇 樹  建 設 課 長  進 藤  敦

上 下 水 道 課 長  近 藤 光 明  琴 丘 総 合 支 所 長  近 藤 吉 弘

山 本 総 合 支 所 長  後 藤  誠  会 計 課 長  佐 々 木 里 史

教 育 次 長  畠 山 広 栄  代 表 監 査 委 員  門 間 芳 継

農業委員会事務局長  信 太 清 勝     

 

一、本会議の書記及び職務のため出席した職員は、次のとおりである。 

議 会 事 務 局 長  平 澤 仁 美  議会事務局長補佐  石 井  透

議 会 事 務 局 主 査  池 内 和 人     
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一、本日の会議に付した事件 

 日程に同じ 

 

議長 金子芳継は、平成３０年９月１１日、出席議員が定足数に達したので、本会議を

開会する旨宣告した。（午前１０時００分 開会） 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 おはようございます。 
 ただいまの出席議員数は１５名であります。定足数に達しております。 

 なお、１１番、高橋 満議員から午前中の欠席届が出されております。 
 これから本日の会議を開きます。 

 日程第９．昨日に引き続き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 ２番、平賀 真議員。２番。 

２番 （ 平賀 真 ） 
 それでは私から、さきに通告しております次の２点について壇上から質問

をしたいと思います。 
 まずもって、昨日の三種川の氾濫に際しましては、町当局を初め消防団、

また警察署等の方々に大変ご難儀や、ご尽力いただきまして、大きな被害も

なく済んだことを改めて感謝申し上げたいと思います。 
 １点目でございます。イベント、ボランティア活動参加者に対する保険加

入状況をお伺いいたします。町主催行事、各種イベント、環境美化等ボラン

ティア活動に参加されている方々に対する傷害保険、損害賠償保険の加入状

況の実態をお伺いいたします。 

 ボランティア活動の心構えとして「けがと弁当は自分持ち」という方もい

らっしゃいますが、近年、災害ボランティア等、活動が多岐にわたり、自身

の生命はもちろん、個人の責任では賄い切れない場合が想定されます。特に

損害賠償を求められる事案は皆無ではないと思います。これは町に限ったこ

とではございません。基準を設け、町で加入すべきであると思うが、町長の

考えをお伺いいたします。 

 ２点目でございます。活躍する児童生徒を応援する家族への支援体制の拡

充を検討してはどうかということでございます。 

 先般、夏の甲子園球場での金足農業高校野球部の活躍に心からお祝いと感

謝を申し上げます。選手の活躍の姿にあわせ話題になったのが、応援団の遠

征宿泊費が不足し、寄附を募り、県内はもとより全国から２億円近い熱い思

いが寄せられたということであります。 

 当町の児童生徒も、スポーツ・文化活動で東北、全国大会に出場し、活躍

しています。遠征費は、児童生徒、指導者の分は予算化されておりますが、

応援帯同する保護者の分は自己負担であります。小学生の団体競技の場合、

同行する指導者だけでは安全管理に不安があるのではないでしょうか。一定



- 51 - 

の制限は必要ですが、保護者への一部補助が必要ではないかと思います。町

長の考えをお伺いいたします。 
 以上、壇上から２点質問いたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ２番、平賀 真議員の壇上での質問が終わりました。 
 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 おはようございます。 
 それでは、２番、平賀 真議員のご質問にお答えいたします。 

 初めに、「イベント、ボランティア活動参加者に対する保険の加入状況」

に関するご質問についてお答えいたします。 

 まず、ボランティア活動に対する保険につきましては、一般的なものとし

て社会福祉協議会が窓口となっておりますボランティア保険があり、町にお

いても自主的な活動を実施する団体が加入しております。町が主催、共催す

る行事に参加した場合のボランティアの方々に対する保険といたしまして

は、全国町村会総合賠償補償保険制度の補償保険により対応しております。

加えて、サンドクラフト等のイベントにつきましては、実行委員会の開催の

ため、民間保険会社への保険加入により対応しております。 

 町で基準を設け加入すべきではないかとのご質問でございますが、現在の

基準といたしましては、全国町村会総合賠償補償保険制度により補償してい

るところでございます。内容といたしましては、町が主催する行事に参加し

た場合のボランティアの方や町の指揮命令下において委嘱されている健康推

進員などに対し、死亡給付金、後遺障害給付金、医療補償給付金、損害賠償

金を支払うものとなっております。 

 ただし、自発的なボランティア活動につきましては、この保険の対象とな

らないことから、必要に応じて社会福祉協議会のボランティア活動保険や民

間の保険に加入していただいております。 
 行政に対するボランティアの方々のご尽力に対しては頭の下がる思いで

いっぱいでございますが、災害、震災時のボランティアや個人の自主的な活

動につきましては、町の関与の度合いや、自発性、無償性を考慮しますと公

費による負担は難しいと考えておりますので、ご理解くださるようお願い申

し上げます。 

 次に、「活躍する児童生徒を応援する家族への支援体制の拡充」について

お答えいたします。 
 今年度、東北大会へ山本中学校野球部等、全国大会へはスポーツ少年団の

琴丘スポーツ少年団ソフトボールチームやドラゴンジュニアスポーツ少年団

卓球等が秋田県を代表して出場し活躍しております。 
 三種町では、さまざまなスポーツ・文化活動の活躍に対し東北大会や全国

大会に出場する場合、学校関係は体育文化関係出場補助金交付要綱で、ス

ポーツ少年団はスポーツ少年団選手派遣補助金要綱で、その他一般や団体に
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はスポーツ文化大会派遣費補助金交付要綱に基づいて、補助対象者、対象と

なる大会、交通費、宿泊費などについて定めております。 
 大会出場につきましてはさまざまなケースがあり、またご意見やご要望も

ありますが、交付するに当たり公平性、平等性、透明性等を期すため交付規

程を設け、補助制度をご活用いただいているところです。また、小学生の団

体競技の場合、保護者の方が帯同されることは十分理解し、その経済的負担

を推察するところではありますけれども、限られた財源の中での補助制度を

継続していくためには、出場者や保護者の皆さんの応分の負担もお願いせざ

るを得ないことをご理解いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 

 ２番、平賀 真議員の再質問を許します。２番。 

２番 （ 平賀 真 ） 

 それでは、１点目の保険加入について再質問をしたいと思います。 
 先ほど町長から細部にわたりご説明いただきましたが、町で行っている保

健指導員の調査とか活動に対していろいろ何かあるようですが、一応広報と

か配布の行政連絡員、それについてはどのような対応になっているか、

ちょっと詳細をお聞かせください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 お答えいたします。 
 行政連絡員につきましては、非常勤特別職の任命を受けておりますので、

そちらのほうの公務災害適用となります。以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 さまざまなボランティア活動といいましょうか、町で呼びかけている春の

全町一斉清掃活動、八竜地区は大潟村の周辺とか特に顕著に、また釜谷浜の

清掃ボランティア等、町で呼びかけている場合は対象になるかと思うんです

けれども、地域によってはそういった多少のけがといいましょうか、あって

も申告しなかったり、先ほど壇上で申し上げたようにボランティアの基本と

いうのは「けがと弁当は自分持ち」というのがやはり我々日本人の場合は浸

透しているかと思います。 
 しかしながら、いろいろな制度があって、それをわからないまま事故で支

弁している方もいらっしゃるかと思いますので、先ほど社協のボランティア

保険とありますが、その加入状況を一回調べて、どういったものが入ってい

るのか、本来入ったほうがいい団体活動というものを調査をして、やはりす

み分けといいましょうか、本来これは全国町村会の補償制度、賠償制度が該
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当する活動なのかというところも見きわめていく必要があると思いますの

で、できれば、公費で負担は難しいということでしょうが、子供たち、児童

生徒の課外授業は学校保険のほうで賄えるかと思うんですが、いろいろな形

で、言ってみれば全町民が全てボランティア的な活動に際して、公務傷害と

いいましょうか、受けた場合、補償できるような形に持っていくことができ

ないものかどうか、今後の考えを少しお聞かせください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 議員ご指摘のとおり、以前、見守り隊につきましては補償制度を厚くする

ということで、２９年度から新たに民間保険に加入しているところでござい

ます。 

 町村会の総合賠償保険に該当しない、町が関与する度合いの高い事業に参

加する場合につきましては、各関係機関で確認して、今後民間保険等に加入

するよう方向づけしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ２番。 

２番 （ 平賀 真 ） 

 県の事業で道路とか河川の堤防の草刈りの場合は、当然面積によってお金

が出るわけですが、その条件としては必ず傷害保険に加入するというのが条

件になっておりますので、そういった傷害、草刈り機を使った事業でも、１

人当たり本当に何十円、何百円の世界ですので、やはりいま一度、こういっ

た形で。 

 震災が起きるたびにボランティア募集とかいろいろな形で今ボランティア

活動が非常にクローズアップされている時代でございますので、先ほど言い

ましたように、町でできるもの、民間保険で加入するものというよりも、加

入しなければいけないという前提で、自治会長会議とかそういったいろいろ

な機会で周知徹底を図っていくべきかと思います。同じようなといいましょ

うか、類似の作業をして、あちらは保険が出て、こちらの団体は出なかった

というのがないような形で、早急に担当と社協なり全てのボランティアを所

管する各課のほうで精査して進めていただければと思います。 

 次に、２点目でございます。 

 町長の考えは、予算的なもの、公平性、平等性といいましょうか、わかり

ますけれども、実態としてどのように把握しているのか。例えば琴丘の全国

大会のソフトですか、その際、選手と監督・指導者２名というのは当然規程

で出ているのはわかりますが、その子供と監督２名だけでこの大会が全てク

リアできたのか、実態ですね。というのは、保護者が一緒に応援に行った

り、活動、大会の世話をしているのか、その辺、教育委員会では把握してい

ますでしょうか。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 選手、監督、コーチ、この方々にはうちのほうで補助していますので人数

はわかりますが、実際父兄の方が何名行ったかというのはうちのほうでは確

認しておりません。 

 いずれ議員おっしゃるとおり、例えば琴丘スポ少のソフトボールですが、

全国大会に行った、広島に行ったわけですけれども、実際飛行機で行ってい

るわけです。その辺ちょっと実情に合わないところもありますので、今後、

実情に合った補助の仕方という方向で検討していきたいと思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 

２番 （ 平賀 真 ） 

 この補助金の交付要綱、コピーをいただきましたので、きちんとされてい

るのは十分わかりますけれども、やはり全国大会になりますと遠隔地である

とか、もしかしたら隣の県でやるとかいろいろな実情があると思いますの

で、そこを精査しながら行っていただければと思います。 
 なおかつ、やはり児童生徒の活躍というのは、近年はスポーツのいろいろ

な問題もありますが、また活躍したところには全町民、全国民が賛辞を送っ

て、本当に心が満たされるといいましょうか、自分にかわって活躍している

姿には大いに応援をしているのは確かだと思います。それに伴い、こういっ

た補助金というのは誰もが認めるところだと思います。 

 先ほど言いましたように、やはりソフトボールですと選手は１８名ですか

ら、そういった登録メンバーがいるかと思います。当然その下の補欠といい

ましょうか、応援する選手もいらっしゃるかと思います。昨年は森岳小学校

のミニバスが全国大会に出場して、群馬県だったんですけれども、その際も

やはり選手並びに監督、コーチが行って、保護者の方々はそれぞれ車に分乗

して応援というか、世話をしに行ったという実態はわかっております。当然

保護者の方々は自弁でございます。中には両親とも仕事の関係で行けないと

ころは、応援する方々に少し金銭的に応援して、応援頑張ってくれという形

でやっている実情も聞いております。 
 そういった実情を踏まえて、さすがに東北大会、全国大会というのは、こ

こ何年か見ても毎年かなりの学校、クラブが行くわけじゃないです。という

のは本当にまれ、たまたまことしは山本中の野球の東北大会、というのは当

然全県で準優勝までしなければいけませんし、琴丘のソフト、卓球にしても

しかりでございます。そういった本当に頑張った生徒児童、そしてまたそれ

を応援する形で、ある程度の枠といいましょうか、先ほど言いましたよう

に、全額、旅費から宿泊費も出せというんじゃなくて、この厳しい状況であ

りますけれども、実態はもしかしたら本当に保護者の方々も金農と同じよう

に近隣を回って少し応援をお願いしているかもしれません。 
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 そういった実態を踏まえながら、全町挙げて応援しても、大きなクレーム

といいましょうか、町長への手紙にクレームが来るとは思わないんですけれ

ども、その辺のところを、これが毎年１０チームも行って全国を回って歩く

のであれば別ですけれども、こういった限られた、頑張ったご褒美として、

なおかつ保護者の応援というのも本当に、家庭での応援、そこはもちろんあ

れなんですが、大会に帯同する者に対してある程度の補助というのを検討し

ていく余裕があるのではないかと思いますが、今後の町長の考えをお伺いし

ます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 それではお答えいたします。 

 大変説得力あるご質問でありますけれども、今の時点では、まず他町村含

めて、今現在ではそういう対応をしていきたいとは思っております。ただ、

議員おっしゃるとおり、確かに全国大会、東北大会というのはそんなに多い

機会ではないと思いますので、そのあたりはちょっと担当のほうともいろい

ろ相談はさせていただきたいと、そのように思っておりますので、よろしく

どうかご理解をお願いします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番。 
２番 （ 平賀 真 ） 

 特に児童、小学生の場合は、やはり団体競技で監督・コーチ２名だけでは

本当に大変なものがあるかと思います。そういったところをもし保護者に対

してやるのは不公平だとすれば、学校のほうでもう少し、修学旅行じゃない

んですけれども、引率とか世話をするのをふやすとかさまざまな形で、町民

の方々が納得するような形で、いろいろな形ができるかと思いますので、ど

うか教育委員会のほうでも検討しながら、児童生徒の頑張りに応えていただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 終わります。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ２番、平賀 真議員の一般質問を終わります。 
 次に、１０番、大澤和雄議員の一般質問を許します。１０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 私からは、さきに通告してあります３点について質問をさせていただきま

す。 
 まず初めに、通学路等の街灯の増設についてであります。 

 山本中学校から山口集落へ向かう道路に街灯が少なく、以前、この周辺に

熊が出没したこともあって大変危険なので街灯を増設してほしいとの要望が

寄せられております。また、石倉山公園近くの上台地区でも同様の要望が以

前から出されております。こうしたことから、町内全域にわたって通学路等
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で街灯が少なく、通行に危険な箇所がないか再度点検し、街灯を増設するな

ど対応していかなければならないとものと考えておりますけれども、これら

の対応について伺いたいと思います。 

 次に、国保税の引き下げについてであります。 

 国民健康保険事業勘定特別会計の９月補正予算で、前年度決算実質収支額

７，７５４万２，０００円のうち５，０００万円を財政調整基金積立金に積

み立てることで、２９年度より３カ年で２億円積み立てる計画が今回の補正

で達成することになります。 
 町としては国保財政が健全に推移し財政運営の安定化が図られるものであ

りますけれども、国保に加入している町民にとってみれば、２９年度に大幅

に引き上げられ、大変な負担となっております。６月議会でも指摘されてお

りますけれども、３０年度は１世帯１万円程度の引き下げは可能であったの

ではないでしょうか。３０年度の所得について、６月議会での行政報告では

「所得は前年に比べ２．４１％の増となる見込み」とあり、国保税の税収も

その分増加するものと思って私も通告しておりましたけれども、昨日の行政

報告で「課税対象所得は増加しているものの、加入世帯数、被保険者数の減

少により減額となる」とのことでありました。いずれにしましても、被保険

者の負担を少しでも軽減するためにも３０年度分は国保税の引き下げを実施

するべきではなかったのかと思うわけでありますけれども、これらについて

どのように考えておられるのか伺いたいと思います。 
 次に、３点目の地上配備型迎撃システム（イージス・アショア）の対応に

ついてであります。 

 防衛省が配備の候補地としている秋田市新屋への配備について、県は「住

民の理解が得られるかが大前提」との考えを示しております。その一方で、

「別の地域で地元の一定の理解が得られるのなら検討する余地はある」と新

聞で報道されております。 

 かつて旧山本町では、秋田市飯島にあった自衛隊射撃場を下岩川地区に誘

致し設置された経緯があります。当時、五城目町への移転が有力視されてお

りましたけれども、一転して旧山本町への設置となったものであります。 
 こうした経緯を見るに、新屋地区で住民の同意が得られないなどの理由で

断念した場合、下岩川地区にある射撃場周辺が候補地の一つになるのではと

大変危惧するものであります。地上イージスのような施設がさらに設置され

るとなるとテロや攻撃の対象となる危険性が指摘されており、直接的に地域

住民の生命、安心安全が脅かされる心配があります。 
 今後の動向によっては、町長は町民の安心安全なまちづくりを進める上で

も毅然とした態度で対応するべきと思いますが、このことについて町長の所

見を伺いたいと思います。 
 以上、よろしくお願いをいたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番、大澤和雄議員の壇上での質問が終わりました。 
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 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 それでは、１０番、大澤和雄議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、「山本中学校から山口集落間の街灯の増設」についてお答えいた

します。この区間につきましては、平成２６年度の自治会要望でも追加の要

望があったことから、間隔の長い箇所に１基増設し対応しております。 

 次に、「町内通学路等への街灯の増設」についてでありますが、各自治会

を初め各種団体及び個人からも設置の要望はあるわけでございますけれど

も、現在、町としましては、要望のあった場所の現地を確認し、通行量や照

明度などを検証し、安全性の確保が必要かどうかを判断して順次計画的に街

灯設置を進めているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、「国保税の引き下げ」についてお答えいたします。 

 初めに、基金積み立ての件についてでございますが、国保事業を安定的に

運営していくためには基金の確保は重要でありますので、昨年度、一般会計

からの法定外繰入金を原資に、基金を２９年度から３１年度までの３年間で

２億円積み立てする計画をご了承いただきました。 
 当初、ことしは計画どおり一般会計繰入金を原資に５，０００万円の積み

立て予定でございましたが、このたびの２９年度単年度収支が黒字に改善さ

れたことにより、地方財政法の規定による基金積み立ての必要性が生じたこ

ととあわせ、自主財源５，０００万円を追加し、計画を前倒しで目標の２億

円を達成したいと考えております。本来、基金は自主財源で積み立てすべき

ものでありますので、一般会計からの法定外繰り入れだけに頼らず、みずか

らの力で積み立てが可能な場合はそうすべきものと考えております。 

 また、税率引き下げにつきましては、国保及び後期高齢者医療費並びに介

護給付費は今後も右肩上がりが続くものと推察しており、また国保の都道府

県化が今年度スタートしたばかりと、まだまだ先行き不透明な部分がござい

ます。そのような中での税率引き下げは難しいものと考えております。被保

険者の方々の負担感を考慮した適正な税率設定を行うことは当然のことでご

ざいますが、国保事業の運営に当たっては、３年先、５年先を見据えた中・

長期的な考えの上で安定的に運営することが肝要と考えております。 
 負担の軽減対策につきましては、これまで一般会計からの法定外繰り入れ

によって軽減に取り組んでまいりましたが、今後も可能な限りの法定外繰り

入れを行いながら、単年度収支が黒字で安定してきたと判断された場合に、

将来を見据えた上で保険税率の引き下げについて検討させていただきますの

で、ご理解のほどよろしくお願いしたいと存じます。 

 次に、「地上配備型迎撃システム（イージス・アショア）の対応」につい

てお答えします。 

 イージス・アショアの秋田県配備の件では、秋田県並びに秋田市で防衛省

が説明会を開催し、議会や住民との意見交換を重ねております。防衛施設の
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建設によるテロやミサイルの標的のおそれ、それから市街地、学校が近いな

ど、地域住民の不安を解消できず、多くの皆様が配備に反対しております。

新屋演習場に限らず、その他の国有地も含め、防衛省の意向も踏まえながら

今後県や秋田市と調整していくものと思われますけれども、三種町に対して

そのような動きはございませんので、ご安心をいただければありがたいと思

います。 

 また、このような住民感情の中で三種町にイージス・アショアを配備させ

るということについては反対であるという立場を申し上げておきます。 
 以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 当局の答弁が終わりました。 

 １０番、大澤和雄議員の再質問を許します。１０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 最初の街灯の増設についてでありますけれども、それぞれの要望に応じて

順次対応しているということであります。壇上で「山口周辺等も１基追加し

た」ということですけれども、非常に離れていて暗いということで前から要

望があったんですけれども。 
 それからもう１カ所、金光寺、豊岡から金光寺に向かう信号からＪＡの営

農センターですか、あそこの下のあたり、旧羽州街道の脇といいますか、あ

の辺も、私も熊と１回あそこで落ち合ったんですけれども、何かあそこは地

域の方から聞きますと非常に熊が出没する頻度が高い箇所だということを聞

いておりまして、あの下のほうちょっと暗いんですよね。そういったところ

もぜひとも調査して、できるだけ早く対応していただきたいなと。あの辺も

金岡小学校の通学路となっておりますので、非常に危険だなと思っておりま

すので、ぜひとも。自治会のほうでも恐らくそういうこと、多分当局のほう

にも届いておるのではないかと思うんですけれども、よろしく対応していた

だきたいと思います。 
 以前、街灯はついているんだけれども、結構消えているというか、そうい

うところが今まで、前はかなりそういうのを頻繁に我々にも、あそこが消え

ているとかというのがあったんですけれども、今、ＬＥＤ化して、そういう

頻度が少なくなったというか、そういうのが前から見れば大分そういう苦情

というのは少なくなったのかどうか、そういった効果があるのかどうか

ちょっとお知らせ願いたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町民生活課長。 

町民生活

課長 

（ 高橋 泉 ） 

 お答えいたします。 
 ＬＥＤ化なりまして、耐用年数等については延びていると思いますけれど

も、ただ自然災害、それから故障といいますか、いずれ壊れないことはあり

ませんけれども、その都度、消えているところについては住民の方から指摘
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があれば早急に修繕のほうはやっております。ただ、前から見てどうかとい

う比較はちょっとできかねます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 ＬＥＤは長寿命ということは聞いているんですけれども、比較はまだなか

なかわからないということのようです。通常、黙ってついている場合には長

寿命なんでしょうけれども、振動にＬＥＤというのは非常に弱いように思う

んですよね。車なんかにＬＥＤは確かに明るいのでつけるんですけれども、

普通の蛍光灯とか白熱電球と変わらないくらい結構壊れるんですよね、振動

で。ですから、ＬＥＤが全てに万能というか、そういうのでもないなという

ことを私はちょっと思ったこともありますので、その辺はどうなのかなと。 

いずれＬＥＤ化してから、あそこが消えている、ここも消えているというの

も、以前は結構私どもにも地域から寄せられていたんですけれども、そうい

う苦情がないもんですから、一定の効果があったのかなとは思っていたんで

すけれども、その辺、もしまた何年かしてそういうのがわかったらぜひとも

そういうことで対応していただければなと、お願いします。 
 街灯については、以上、今後とも、秋になりますと今とにかく熊が出ると

いうことで非常に皆心配しているわけです。ですから、ぜひともそういうと

ころ、暗いところとか対応していただければなと。 
 私ちょっと藤里の方から聞いた話なんですけれども、どこまでどうなのか

は、私も熊については専門家ではないのでわからないんですけれども、この

辺はツキノワグマなんですけれども、首が白いツキノワグマというか、それ

がない熊がいると言うんですよね。いわゆる雑種化しているというか、ヒグ

マとの交配なのか。いずれ藤里の方から聞いたら、ツキノワグマでない熊が

いるということで、それが狂暴化している、人を襲う熊がいるというのも一

つの原因ではないかということも聞いたので、そうしたこともあわせながら

通学路の安全安心ということについても、そういうことの情報も交えながら

対応していただければなと思っております。 
 以上、これについては終わります。 

 次に、国保税の引き下げについてですけれども、町長、今回も、今おっ

しゃったとおり、財政運営が安定し一定の余剰金が生じた場合、引き下げを

検討したいと。予定より２億円、基金を積み立てて、我々にすると、２９年

度、こんなにお金がたまるんだったら上げなくてもよかったんでないかなと

単純に我々被保険者にすれば思うわけなんですよね。だから、その辺はどう

なんだろうかなと。これだけの２億円、予定より早く積み立てることになっ

たのだから、それなりの対応は、３０年度は引き下げてもよかったのではな

いのかなと思うんですけれども、その辺をもう一度考えをお聞かせ願いたい

んですけれども。 
議  長 （ 金子芳継 ） 
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 健康推進課長。 

健康推進

課長 
（ 金子英人 ） 
 お答えいたします。 

 確かに３０年度の補正の見積もりの段階で前年度の繰り越し黒字というこ

とで、これは昨年度２９年度の税率引き上げの際の試算と比較しまして、正

直こんなに回復するとは思っておりませんでした。ですけれども、以前、２

５年度に、税率、医療費の所得割２％引き下げした経緯がございます。その

ときの２％引き下げの効果額が約４，０００万円でした。その年の単年度収

支がちょうどその分４，０００万円の赤字となっております。そして翌年は

その倍の約８，０００万円の赤字ということで、２７年度は、当時の課長と

いろいろ話しして、いやこれ１億円超えるなとちょっと危惧しておったのが

現状です。ですけれども、２７年度に３０年度からの都道府県化を見据えて

国費が拡充されましたので、そういったこともありまして３，０００万円

弱、２，０００万円ちょっとですか、そこまで回復したんですけれども、ま

た赤字がふえてきたということで、５年間赤字が続いている状況でございま

すので、やはりこの先、単年度だけでの引き下げの判断というのは難しいか

と考えております。以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 今回、きのうの行政報告で、所得は増加しても被保険者数の減少等で税収

はむしろ少なくなる、減額ということになるんですけれども、この一番の要

因は、いわゆる後期高齢者への移行、高齢者が後期高齢者へ移行するという

ことで減少が多いのか、その減少する原因というのは一番は何なのか、単純

な人口減少だけではなくて、何か特別な要因があるのかどうかちょっと教え

ていただきたいんですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 健康推進課長。 

健康推進

課長 
（ 金子英人 ） 
 その点につきましては、こちらのほうで分析等は正直しておりません。た

だ、考えまするに、まず町全体の人口が減っていること、それとやはり高齢

化率が高くなってきておりますので、当然後期高齢のほうへの移行者もふえ

てきていると。それと、あとパートとかの勤めの方の社会保険の適用が拡充

されておりますので、これら３点でもって影響が出ているものと考えており

ます。以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 わかりました。 
 国保の構成というか、その中で一つお聞きしたいことがあるんですけれど
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も、全体の賦課については、いわゆる資産割という考え方があるんですけれ

ども、全体の構成として応益割、応能割、この合算で税が賦課されているん

ですけれども、国民健康保険税の被保険者に係る資産割額というのが、固定

資産税の税額のうちの土地及び家屋に係る分の額に１００分の３１．７５を

乗じて算定すると条例ではなっているんですけれども、それはそれでわかる

んですけれども、資産割額と資産割という名称で呼ばれている以上、固定資

産税は賦課されていても本人が実際資産がない方もいるんですよね。それで

も資産割という形で固定資産税の賦課に乗じてやるというのは、どうもそう

いう方にとってみれば、ご本人は実際資産として処分する資産というのを一

つも持っていない方もいるわけです。それでも資産割として賦課するという

ことが果たして妥当なのか、そういう資産割という考え方というのは基本的

にどういう考え方なのか、その辺をちょっと伺いたいんです。 

 というのは、例えば親が亡くなって、当然その親の推定相続人として固定

資産税を誰が賦課しますかと。本人は当然それは私が賦課しますと。ご本人

にちゃんと確認をして固定資産税を払ってもらうわけで、それは別に間違っ

ていないし、そうしないと町としても固定資産税が宙に浮いた形になって賦

課できなくなるので、それはそれで間違いではないと思いますし、そういう

手続をするのは当然だと思いますけれども、ただ実際に本人は処分する資産

は実際持っていないわけです、相続していない限り。それでも資産割なんだ

と言って賦課されているわけです。だから、資産割額という考え方がどうい

う根拠があるのか、法律的にどうなのかということをちょっとお聞きしたい

んですけれども。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 健康推進課長。 

健康推進

課長 
（ 金子英人 ） 
 お答えいたします。 

 資産割につきましては、相続等で当然名義が変わった場合はその方に固定

資産税の賦課が行くことになりますので、それに伴いまして国保税も資産割

ということでそれが算定基礎になります。ですので、あくまでも固定資産税

で賦課されている方以外に行くことはございません。以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 固定資産税は払っているわけよ。でもその人は実際資産としては持ってい

ないわけよ。それでも資産割として賦課されているということなのよ。固定

資産税は払ってるの。固定資産税は払っているんだけれども、払っている本

人は、相続して例えば売却したり処分するだけの資産を実際に保有している

かといえば持ってないわけよ。推定相続人として固定資産税を誰が払います

かといった場合、それは本人が了承して固定資産税を私が払いますとか、そ

れは本人が了解しているからそれはそれでいいの、固定資産税を払うのも。
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ただ、資産割とした場合、本人が資産として持っているかといえば、実際に

は相続して持ってないわけよ。それでも固定資産税相当額がこの６条の条文

によって１００分の３１．７５を乗じて算定されて来ているわけですよ。で

すから資産割という基本的な考え方というのはどうなんだろうかなというこ

とを私はお聞きしたんですけれども、その辺はどうなんでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 税務課長。 
税務課長 （ 佐々木恭一 ） 

 お答えいたします。 

 それこそ議員おっしゃる資産割の関係に関しましてですけれども、いわゆ

る相続してなくても、納税義務者届、選定届ということで納税義務者になっ

ている方が国民健康保険の被保険者である場合、その方に資産割が課税され

るということになりますので、その辺をご理解いただければと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 
１０番 （ 大澤和雄 ） 

 やはりそういう考え方でどうなのかなということで、秋田市と能代市は資

産割はないんですよね。ですから、そういう考え方からいけば、基本的に払

う額は恐らく変わらないと思うんですけれども、ただ考え方としては、同じ

応能割でも所得割額、所得税額、住民税額による所得割額で算出してもらっ

たほうが、資産割、実際処分する資産がなくても資産割は資産割なんだと、

固定資産税額に相当して払ってもらうんだというんですけれども、実際に資

産は持っていない。そうすると私は所得に応じた算出のほうがむしろすっき

りするんですけれども、そういう意味では、なくすという考え方はないので

しょうか、その辺ちょっとお聞きしたいんですけれども。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 健康推進課長。 
健康推進

課長 

（ 金子英人 ） 

 お答えいたします。 
 現行の賦課方式は４方式ということで我が町はやっております。それで、

県内の状況を見ますと、約同数、３方式と４方式ですね。主に市クラスが３

方式、そして町村部が４方式という形が多いです。 

 それで、もともとこの所得割と資産割、この２つのセットなんですが、も

ともとは所得割１本、基本は１本です。ですけれども、そうなりますと所得

のある人にだけ負担が行くことになりますので、それを軽減するために資産

割という算定基礎ができたと聞いております。 

 昨年、税率の引き上げの際に、実はこの３方式につきましても若干考えて

はおります。ただ、税率引き上げをした上で、この３方式、所得割１本にす

るとさらに引き上げ幅が上がるといいますか、負担感が多分大きくなるだろ

うということで、昨年は見送らせていただきました。 
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 いずれ都道府県化になりまして、県の試算はあくまでも３方式です。それ

との比較を容易にするために、いずれは３方式にするのが妥当かなとは思っ

ておりますけれども、そこら辺はやはりいろいろ試算してみて、余り無理の

ないようにできたらなと考えております。以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 
 今後の検討課題として、公平性ということももちろん大事なことですの

で、その辺考慮しながら検討していただきたいと思います。 

 次に、３点目のことでありますけれども、新屋演習場というのは非常に特

異な存在、いわゆる住宅密集地、県庁所在地が、県庁が３キロ以内という候

補地のところにあって非常に、地域住民が反対するのも無理からぬことだな

と私も思うわけです。 

 そうした中で、町長は反対だとはっきり表明していただいたので、私も非

常に心強いというか、旧山本町での射撃場誘致の経緯を見ますと非常に突然

降って湧いたような話で、反対運動もありましたけれども、まさに全町を挙

げての誘致、陳情、誘致活動が行われまして、どんどん事が進んで、誘致、

設置されたという経緯がありましたよね。とめようもないというか、一つの

地域振興の起爆剤になるんだということで、どんどん進んで設置されたわけ

ですけれども、そうしたことを見ると非常に危惧するというか、心配だなと

思っているわけです。 

 いずれ平成１１年の１１月に地域から陳情書が町あるいは議会に提出され

て、翌年の３月２９日に臨時議会で誘致の陳情が採択されて、それからいろ

いろな、当時は財産区の森林も林業の低迷で非常に先行きが不安だというこ

ともあって、これを一つの起爆剤にしようということも、いろいろそういう

状況でもあって誘致がどんどん進んだということもあって、あのときと状況

が似ているというか、もちろん施設そのものは全然違うんですけれども、

１，３００億円もするようなものですから、この下岩川の赤川地区、ああい

う山にそれだけのものを配備するというのはとても無理だろうと私も思うん

ですけれども、ただ世界、アメリカで配置されているのを見るとそうした住

宅密集地は避けているということもありますので、非常に危惧しているわけ

です。 

 新屋地区でも、近くにミサイル基地がある、学校に安心して子供を通わせ

られますかと、そうした問いに対して、地域住民のそうした声に対して防衛

省の企画課長が「その地域に負の遺産になるようなものを残すということは

あってはならないと強く考えている。そのとおりだ」と言っているわけで

す。答弁しているわけです。 
 町長としても、当然こうした射撃場とはまた全然様相が違う、いわゆる負

の遺産とも言えるような心配されるもの、こうしたものが、今のところは全

然話もないんですけれども、一つの負の遺産でしかないのではないかと思う
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んですけれども、町長自身はこのことをどう思っていらっしゃるのか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 お答えいたします。 
 先ほどおっしゃったとおり、一駐屯地の射撃演習場とこのイージス・ア

ショアというのはレベルが全然違うものですから、これに対して私が誘致だ

とか、そういう話は一切ないので、そこはまず安心してほしいですし、こち

らから働きかける話では全然ないので、安心してほしいなと、それだけ申し

上げておきます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １０番。 

１０番 （ 大澤和雄 ） 

 わかりました。そうした態度で、やはり何よりも地域住民、我々三種町の

町民の安全安心を確保するというのが、町、我々議会の務めでありますの

で、そうした態度で毅然とまたこれからもそうしたことに対応していただき

たいと思います。 
 終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 次に、３番、伊藤千作議員の一般質問を許します。３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 それでは、一般質問を行います。 

 第１として、障害者雇用水増し問題についてであります。 
 多くの中央省庁が雇用する障害者の人数を長年にわたって実際より水増し

した数字で公表していた問題が深刻な広がりを見せております。都道府県な

どでも同様のケースが次々と明らかになり、事態の根深さを浮き彫りにして

おります。厚労省は、中央省庁の不正について調査結果を近く公表し、地方

自治体などについても全国調査を行うとしております。 

 障害者に働く場を率先して保障する立場にある国が、みずからの雇用実態

を偽り続けてきたことは極めて悪質であります。国の指針に反し障害者手帳

を持たない人などを障害者として算定していた人数は、中央省庁で昨年約

３，０００人に上ると言われております。厚労省は、昨年、国の行政機関で

雇用されている障害者を約６，９００人と公表しておりました。その半数近

くが水増しされた疑いが濃厚であります。各地の自治体での不正な算定など

も毎日のように報道されております。行政の信頼を根幹から揺るがす異常事

態であります。中央省庁での水増しは、障害者雇用を一定比率で義務づけた

障害者雇用率制度が始まった１９７６年から行われていたとの指摘もありま

す。４０年以上の長期間、しかもこれほど大規模に不正が行われてきたこと

は、それだけ多くの障害者の雇用機会が奪われたことを意味しております。

その被害は余りにも甚大であります。 
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 大体、障害者雇用率制度は、障害者雇用促進法に基づき厳格な実施が必要

なものであります。政府自身も２０１７年の厚労白書で「障害者の雇用促進

の柱」と明記し、民間事業者に雇用率を達成するよう求めております。それ

だけではなく、国や地方自治体については率先垂範する立場から全ての公的

機関で障害者雇用率を達成すべく指導を徹底していると白書で強調していた

ものであります。旗振り役の国が雇用者数を水増しし、雇用率目標（ことし

３月まで２．３％）を上回るように偽装することは、障害者を初め国民を裏

切った背信行為というほかありません。 
 現在、国の行政機関だけでなく、多くの県や市町村などの地方自治体でこ

うした水増しが行われていたことが表面化しております。秋田県でも手帳や

指定医の診断書を確認しないまま障害者雇用数に計上していました。手帳の

有無は本人の申告に基づいたという現在、本年度雇用している障害者７３人

全員について算入該当者かどうか調査しております。 

 当町の実態はどのようになっているでしょうか。今後、障害者雇用につい

ての対応、対策はどのようにしていくつもりでしょうか。 
 次に、教職員の多忙化防止策についてであります。 

 文部科学省が昨年春に公表した勤務実態調査では、全国の公立中学校教諭

の約６割、公立小学校教諭の約３割が、過労死ラインとされる月８０時間超

の時間外労働となっており、県内でも対策を求める声が高まっておりまし

た。このため、昨年９月から市町村教委や教職員組合などの意見を聞きなが

ら計画の策定を進めてきました。 

 県教育庁は、３月２２日、教職員の長時間労働を是正するため、今後３年

間で取り組む対策を明らかにしております。計画では、小中高校の共通目標

として、第１として時間外労働を月４５時間以内とする、第２として長期休

業中に学校閉庁日を３日以上設ける、第３として最終退校時刻を遅くとも午

後８時に設定を掲げております。 

 学校閉庁日は、夏休みなどに教職員が出勤しない日を設け、休みをとりや

すくするのが狙いであります。県立高校では１８年度から導入し、市町村教

委にも実施を促しております。 
 県教育庁の１６年度の調査では、県内中学校教諭の最終退校時刻は平均午

後８時３３分、部活動指導を時間外労働の要因に掲げる教員が多いわけであ

ります。このため、計画には中学校の運動部で土日を含む週２日の休養日設

定を明記し、学期中の活動時間を平日２時間、土日３時間程度とすることを

記しております。 
 目標達成のための取り組みとしては、管理職による勤務時間管理の徹底

や、会議や研修の見直し、部活動への外部人材の活用、教育の事務処理を担

うサポート人材の配置などを掲げております。３年間で取り組みを集中的に

実施し、目標を達成したいとしております。 

 また、教員が産育休や病休、介護のために休暇をとる場合、代替の教員が

配置されます。でも今、全国の小中学校でこの代替教員が見つからない問題
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が深刻化しております。例えば、千葉県の公立学校の教職員未配置数はこと

し６月の時点で８３人、３カ月以上休む教員のかわりが配置されていない状

況が４０件。ある小学校では１学年２人の先生が病休で、５０人を１クラス

にした事例もあります。 
 通常の授業に必要な講師を確保できなくなっている原因は、２００４年に

法律で定められた教員定数分の給与総額の範囲内で給与水準や教員数を地方

の教育委員会が決められる総額裁量制を導入しました。正規職員を１人雇う

給与で非正規教員を２人３人と雇う、要するに定数崩しが広がったことが一

つあります。講師になれる教員免許保持者のプールが枯渇している状況と

なっていると言われております。 
 しかし、教員の過酷な労働環境も原因の一つで、１人の教員が倒れると周

囲の教員がカバーしようと通常以上に働き、次々に体調を崩して休むドミノ

倒しになっているところもあります。女性教員が妊娠や産休に入るときに同

僚に謝ったり、自分の後任が見つからず、職場に戻る教員もいるようであり

ます。これらを改善していくためには、教職員定数の改善が何よりも必要だ

と思います。 

 当町の現状、対応、対策はどうなっているでしょうか。多忙化防止対策に

ついても、どう対策、対応しているのでしょうか。 

 次に、学校のエアコン設置についてであります。 

 近年、県内の最低気温が上がり、夏場が早く訪れた上に気温が高い期間が

長く続く傾向にあります。今後もこの傾向が続くと思われます。気象庁の客

観的データで春夏の気温が上がってきていて、熱中症もふえている、この現

実を深刻に捉えるべきであります。子供の命と健康がかかった問題だと正面

から捉えて考えるべきだと思います。秋田県内のエアコン設置率は１．８％

で、全国でも最低の状況であります。年々北上する猛暑にこのまま放置して

いいのでしょうか。従来の考えを変えていかなければなりません。設置に向

けて取り組んでいったらどうでしょうか。 
 最後に、危険なブロック塀の撤去などへの補助対策についてであります。 

 大阪北部地震で女子児童が犠牲になるなどで、危険なブロック塀の撤去

と、撤去後に設置する軽量フェンス等の設置に対する補助金制度を創設する

自治体が出てきております。危険なブロック塀は、学校内だけでなく、民家

所有のものなど地域にも多くあります。撤去、改修のためには所有者任せに

するのでなく、行政が率先して点検し、財政援助も含め促進を図る仕組みを

つくることが急務であります。 
 大阪堺市は、指定通学路に面する６０センチを超える危険ブロック塀の撤

去と撤去後に設置する軽量フェンス等の設置に対する補助金制度を創設しま

した。期間は４月３日から１９年３月末、補助金はそれぞれの工事費の３分

の２以内ですが、補助金限度額もあります。その他、横浜市や宇都宮市も独

自補助の実施を決めました。 
 国交省は、６月２５日付の都道府県宛て事務連絡で、自治体のブロック塀
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等の撤去等に係る支援について、防災・安全交付金等の効果促進事業の対象

とすることが可能であることをお知らせすると連絡しております。ブロック

塀等の撤去等に活用できるものとしております。国の交付金の補助率は地方

負担の２分の１ですが、例えば自治体が民間の工事費の３分の２を補助する

制度を創設した場合、交付金を活用すれば実質的に地方負担が３分の１で、

国負担は３分の１になります。 

 当町の学校敷地内のブロック塀の安全性はどうでしょうか、不適合はない

のかどうか。通学路のブロック塀の老朽化が目につきますけれども、その調

査と、ブロック塀から軽量フェンスに改修する際、町で助成を考えていった

らどうでしょうか。 
 以上で壇上での質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番、伊藤千作議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 私からは「障害者雇用水増し問題」について、伊藤千作議員の質問にお答

えをいたします。 
 初めに、障害者雇用水増し問題に関するご質問ですが、まず１点目の「当

町の実態はどのようになっているか」というご質問について、当町の障害者

雇用率とその算定方法を申し上げます。 
 「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定により、地方公共団体の機

関のうち一定数以上の職員を雇用する機関は毎年６月１日現在における障害

者の任免状況を国に報告する必要があります。当町の場合、町長部局がこれ

に該当することから、毎年、障害者雇用率を算定し、秋田労働局に報告して

いるところであります。障害者雇用率の報告値は平成２９年度が２．３４％

で、地方自治体の法定雇用率２．３％を若干上回っておりましたが、平成３

０年度では１．２３％に下がり、現行の法定雇用率２．３％を下回る結果と

なっております。 

 報道によると、一部の行政機関におきまして障害者の定義を拡大解釈し、

障害者手帳等を確認しないまま雇用数に含め、障害者雇用率の水増しを行っ

ていたとのことでありますが、当町では、障害の申告があった職員について

必ず手帳の確認も行った上で雇用数に算入しておりますので、報道されたよ

うな問題はございません。 

 次に、２点目の「今後の障害者雇用についての対応、対策は」というご質

問についてであります。 
 先ほど申し上げましたとおり、当町の障害者雇用率が、今年度、法定雇用

率の２．３％を下回っております。このため、（「３０年度は２．５です」

の声あり）すいません、失礼しました、３０年度は２．５ということで。

２．５％を下回っております。このため、法律の規定によりまして、今後、

障害者の採用に関する計画を作成し、雇用率の達成に向けて対策を講じてい
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くことになります。 

 まずは受け入れ可能な部署、業務の洗い出しと各障害の特性に配慮した業

務分担や任用形態などについて研究を進めつつ、同時に、障害のある方がど

のような職務内容を希望しているか、ハローワークや能代山本障害者就業・

生活支援センターなどの関係機関にも依頼して情報収集に努め、町の雇用と

障害のある方の希望のマッチングを試みながら雇用につなげてまいりたいと

考えております。 
 なお、現在の職員採用においては定員管理等の関係から障害者枠を設けて

おりませんが、非常勤職員や業務委託の部分で導入可能かどうか今後検討し

てまいります。 
 私からの答弁は以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育長。 

教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 それでは私のほうから、伊藤千作議員の「教職員の多忙化防止策」につい

て、この件についてお答えします。 

 全国的な傾向として、社会や経済の急速な変化等に伴ういじめ、不登校な

ど生徒指導上の課題に対する対応や、特別な配慮を必要とする児童生徒への

対応など学校の抱える課題が複雑化、多様化する中、保護者からの多様な要

望や地域との連携業務の増加など、学校に求められる役割が拡大してきてお

ります。 

 当町小中学校教職員の休業取得状況でありますが、昨年度休業された方が

２名おられました。これは病気１人、育児１人であります。その方々への代

替教員は配置されております。 

 なお、今年度９月１日現在で該当する教職員はおりませんが、今後取得し

なければならない事案が発生した場合は、秋田県教育委員会を通じて遺漏な

く配置をお願いしてまいります。 
 続いて、「教職員の多忙化防止対策」についてであります。 

 本年３月に秋田県教育委員会が策定した「教職員が実感できる多忙化防止

計画」の中に、県及び町教育委員会と各小中学校それぞれが取り組むべき目

標が掲げられております。それらの目標に対応すべく町として取り組んでき

た具体的な内容を述べさせていただきます。 

 １つ目として、夏季休業中の学校閉庁日ですけれども、今年度から設けて

おります。８月１３日から１５日までの３日間を完全閉庁日として、教職員

の健康増進と休暇取得促進を図りながら省エネルギー等の対応にも寄与でき

るものと考えております。 

 ２つ目として、中学校における部活動の休養日及び活動時間に関する確認

事項を能代市山本郡の教育委員会、それから校長会、中体連の連名で各学校

へ通知しております。これは、昨年３月にスポーツ庁が策定したガイドライ

ンに沿って県教育委員会が定めた基準を踏まえた内容となっております。 
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 ３つ目としては、学校事務の軽減化を図るため、八竜・琴丘地区５校の事

務職員による事務共同実施を進めております。これにより学校の集金事務等

の処理効率化を図りつつ、教師の事務負担の軽減や事務職員の学校運営への

参画を進めてまいります。 
 ４つ目として、この４月から１名の教育活動推進員という名前で校長ＯＢ

を配置しております。推進員の方からは、小中連携事業や学校と地域、教育

委員会との連絡調整などをしていただいております。教職員の負担軽減につ

ながるものと考えております。 
 ところで、当町教職員の時間外労働の実態でありますが、昨年度、月８０

時間を超えて勤務していた職員は町内小学校にはおりません。中学校では月

平均５％の割合で、５％というのは２．４人であります。その超過勤務の実

際は部活動の指導にかかわるものがほとんどであります。先ほどお話ししま

した部活動に関する確認事項の適用はことし８月以降の新しいチームになっ

てからとなっておりますので、遵守に努めるよう指導してまいります。 

 教員の多忙化防止については取り組んでいかなければならない課題であり

ますので、校務分掌の適正な見直し、部活動の外部指導員の導入、行事の見

直し、研修や会議の見直し等さまざまな学校運営の取り組みをしながら、教

員が子供たちとしっかり向き合って教育を行うことができるように取り組ん

でまいります。 

 次に、「学校のエアコン設置」についての質問にお答えします。 
 ことしの夏も全国的に猛暑が続き、町内でも３０度以上を記録する日が珍

しくありませんでした。学校のエアコン設置については、最近の夏の暑さを

考えますと、子供たちの学習環境の向上のためにも今後の課題の一つと認識

しております。 

 町内小中学校の普通教室へのエアコン設置はありません。しかし、パソコ

ンルーム、保健室、職員室を優先して設置してまいりました。文部科学省で

は、空調設備に対して学校施設環境改善交付金として３分の１の額を補助し

ていますが、学校の全ての教室にエアコンを設置するとなると億単位の予算

が必要であり、財政負担が大きいと考えます。今年度、政府でも「児童生徒

の安全、健康を守るための猛暑対策は緊急の課題」としておりますので、国

の動向を注視していきたいと思います。 
 現在は、教室内に扇風機を活用するなどして学習環境を整えながら、子供

たちの様子をよく観察し適宜水分補給するなど熱中症等による体調不良が起

こらないように配慮し、生活習慣を整えるなど子供自身が自分で体調管理が

できるように引き続き指導してまいります。 
 次に、「危険なブロック塀の撤去などへの補助対策を」ということについ

てお答えします。 
 ６月１８日に発生した大阪の北部を震源とする地震により小学校プールの

ブロック塀が倒壊し女子児童が亡くなったことを受けて、町内小中学校を緊

急点検したところ、琴丘小学校と下岩川小学校の２校に危険なブロック塀が
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ありました。両校とも有資格者による建築基準法に基づいて点検を実施した

結果、琴丘小学校につきましてはプール目隠し用に設置されたブロック塀

で、高さは２．１メートルと基準以内にあるものの、控え壁が３．４メート

ル以下ごとに必要なのに対して５メートル以上あり、基準を満たしておりま

せんでした。下岩川小学校につきましては、以前使用していた野球部用具倉

庫を囲むようにブロック塀が設置されており、高さは２．１メートルと基準

以内にあるものの控え壁がなく、劣化や損傷も見られました。 
 この点検結果を踏まえて、琴丘小学校につきましては今すぐ倒壊する恐れ

がないことから、プールシーズン終了後、建築基準に合わせた新たな目隠し

用フェンスの設置を予定しています。本定例議会で補正予算計上しておりま

すので、ご審議いただきたいと思います。下岩川小学校については、危険な

ことから、既に夏休み中に撤去しております。 

 ２つ目の「ブロック塀からフェンスに改修する際、町で助成の考えはない

か」についてでありますけれども、教育委員会では小中学校の通学路沿いに

あるブロック塀の調査を今年中に実施したいと考えています。その結果を踏

まえ、児童生徒に注意を呼びかけるとともに、各学校での安全指導などを進

めてまいります。 
 助成については、通学路のブロック塀は個人所有であり、撤去や建てかえ

を補助する国庫補助金制度の創設や県内の動向を注視しながら、安全な通学

路の確保のために関係課と検討してまいりたいと考えておりますので、よろ

しくご理解賜りますようお願い申し上げます。以上です。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 ３番、伊藤千作議員の再質問を許します。３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 
 まず最初に、障害者の水増し問題です、雇用の。 

 当町は、３０年度は１．２３％で、基準を満たしていないということのよ

うです。今、問題になっている、全国で問題になっている障害者雇用の水増

しは、きちんと障害者であるという確認をとらず、手帳あるいは診断書も取

らずにやってきたという経緯で今こういう大きな問題になっているんです。 

 町長の先ほどの答弁では、当町はちゃんと確認した上で雇用してきている

というお話でありました、それはそれで大変いいことだと思うんですけれど

も。なぜこういうことが長続きしないで起こっているのかということで言う

と、一つはチェック機能が働いていないのではないかと。例えば、どの課が

担当してこれを進めていくなり点検していくなりということが、担当のとこ

ろが決まってないのではないかと。今、この点について決まっている、総務

課ということになっているんですか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 
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 この報告につきましては総務課で担当しておりまして、報告の際、障害者

手帳の確認、それから本人の申請に基づいて、最終的には先ほど申し上げま

した手帳の確認をもって報告しているところでございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 

 そういうことでいって、何で２９年度は基準を満たしていたのに３０年度

は基準以下になったのでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 
総務課長 （ 石井靖紀 ） 

 退職による関係でございます。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 
 退職によるということになると、その方々が障害者雇用に該当してあった

ということは事前に把握していたと思うんですけれども、退職によってこれ

が不足するということは当然考えられることであったのではないかと思うん

ですけれども、その点については何が抜かりがあったんですか、足りなかっ

たの。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 
 退職によって未達成になる状況に陥ることは把握しておりましたけれど

も、採用試験等でそういう希望者がおらなかったことも事実でございました

ので、それこそ虚偽の報告はできないと思って、今後、雇用の条件、職場環

境も整える必要がありますし、いろいろな関係機関、障害者就労支援セン

ターとうちのほうの職場で対応可能な職種があるかどうかも含めて今後検討

していかなければならないと考えております。以上です。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 ３月まで２．３％、４月以降は２．５％に上がったんですけれども、この

２．５％に該当する人数は何人になりますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 総務課長。 

総務課長 （ 石井靖紀 ） 
 ３０年度の状況で申し上げますと４人となります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ３番。 
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３番 （ 伊藤千作 ） 

 いずれこの問題というのは、行政あるいは自治体が率先して障害者を雇用

していく、法の趣旨からいって垂範率先していくということが求められてい

るんです。これは民間にもこの雇用義務が課せられているんですよ。民間は

今まで２．０％でした。今回また上がって、何ぼになるんだっけ、２．２％

にこれから上がっていくんです。ですから民間の会社もいろいろ苦労して工

夫してやはり雇用につなげていっているんですよ。今言ったように、どうい

う仕事をマッチングするのか等々いろいろ工夫してやっているんですよ、民

間は。だから官庁とかこういういいかげんなことに怒り狂っているんです

よ。自分らはまともに頑張ってやってきているのに何だという思いが本当に

あるんですよね。そしてまた、民間は罰金というか、取られるでしょう。行

政は今足りなかったからといって罰則があるわけでないんです。ところが民

間は、あれどのくらいでしたっけ、１人５万円でしたっけ、そのくらい雇用

を満たしていないと払わないといけないんです、罰金というか、何というん

でしょうか。そういうことも課している上で民間も努力している中で、やは

り障害者をきちんと雇用するという大変大きな問題ですので。 

 町長、今後、この満たしていないことをいつまで、どう解決するつもりで

すか。早急にこれをやらないとまずいんじゃないですか、どうですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 先ほど申し上げたとおり、どの仕事ができるのか、そういうマッチングを

含めて早急に検討して雇用に努めたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。（「何月まで」の声あり）いつまでとはまだあれですが、ま

ず早目に、早くやりますので、何とかご理解をいただければありがたいと思

います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 
 いずれ、まずこれは全国的な調査もやられるでしょうし、多分そのときに

対策というか、いつまでに完了させるのかということなども当然調査される

と思うんですよ。ですから、やはりきちっとそういう立場で、一日も早くこ

の問題を解消できるように頑張っていってもらいたいなと思います。 

 障害者雇用はこれで終わります。 
 教職員の多忙化については、教育長のいろいろ答弁の中で、県教育庁の対

策に基づいて今やられているようですので、それを十分に対応していただけ

ればなと思いますけれども、これは県教育庁の計画では３年間で多忙化をな

くすという計画でやっていますけれども、当町としてもその方向に向けて

やっていければこれの問題も解消できると考えているんでしょうか、その点

はどうですか。 



- 73 - 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 そのように考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 
 全国的に病気とか介護のときの代替要員がものすごく、さっき壇上で言っ

たように対応が大変な状況になっているんですけれども、当町の場合はその

心配はさっき教育長のお話ではないような感じでありましたけれども、これ

は今までもそういう状況であったんですか、一時的にはちょっと悪かった状

況もあったんですけれども、今は通常に推移していっているのか、今後そう

いう心配は全然ないのかどうか、その点はどうですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 今までも申請した場合、代替教員はずっと来ております。また、今後も秋

田県内では心配ないと考えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 
３番 （ 伊藤千作 ） 

 わかりました。じゃ多忙化防止対策、３年間できちっとやるようにしてい

ただきたいと思います。 
 エアコンですけれども、これはなかなかちょっとね、皆さんがそう思って

いたのかどうかはわかりませんけれども、今までは夏の暑い期間というのは

ごくごくわずかなんだということで、エアコンの設置に対しては案外消極的

な対応をしてきていたと思うんです。私は何年か前にエアコンの設置につい

て質問した経緯があるんですけれども、そのときは大体そのような感じでな

かったのかなと今考えております。今この猛暑が全然おさまらないという状

況になってきて、これが今後もますます続くという状況の中ではやはりきち

んとエアコンの設置は早急に考えていかないとならないのではないかと思い

ます。 

 大体、東北自体がエアコンの設置というのはほかよりもやはり低いんだよ

ね、暑さ寒さの関係もあってだろうと思うんだけれども。しかし、すごいの

は山形の長井市というのがエアコン１００％設置、各小中学校にしているん

だよ。同じ東北でもやはりこういう違いがあるということだと思うんです。 

 やはりお金の問題がネックに一つはなってくると思うんです。さっき教育

長もそのようなお話をしておりました。国の対応もここに来てやはりちょっ

と変わってきておりまして、全体の予算、今回あれですよね、国の予算が、

これは２０１９年度一般会計の総額が１８年度と比べて１１．８％増になる
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と、文科省のですよ。この中に、公立小中学校の危険なブロック塀の改修、

そして教室のクーラー設置など、この対策費が前年比の３．５倍に予算をふ

やす、大幅増となるということが今やられております。多分これはあれで

しょう、全国的にもこの猛暑ですから、エアコンを設置する自治体がどんど

んふえていくと思われます。 
 国の予算がやはりふえていくということですから、当町も、一気に全教室

にということは理想なんだけれども、ある程度、年次ごとに計画を立ててい

くということなども考えていけないのかな、平等の関係ではどうという話が

出るかもしれないけれども、年度を区切って順次導入するということなども

考えていって、エアコンを行く行くは１００％にしていくということなども

ぜひ考えていただければなと思いますけれども、その点はどうですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 いずれにしましても、順次やっていくにしても不公平感が出ないように、

小学校なら小学校全校、中学校なら中学校全校と進めてまいりたいと思いま

す。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番。 

３番 （ 伊藤千作 ） 
 いずれそういうことも含めて工夫しながら、ぜひエアコンの設置に向けて

前向きに対応していただきたいと思います。 

 最後に、危険ブロック塀の件ですけれども、学校自体はさっき説明ありま

したけれども２校で、もう既に実施済みのところとこれからのところがあり

ますけれども、これはまず対応できるだろうと思います。 
 教育長もさっき通学路のブロック塀の調査をこれからしたいということで

ありました。まず最初に調査するということが大事なので、調査した上で、

先ほど私が言っているように、各自治体でブロック塀に簡易なものを導入す

るために補助金を出すと、軽量フェンスの状態に補助金を出すという自治体

がふえてきているんです。これは、どうしても危険なところは取り壊しても

らって軽量のフェンスにかえてもらうと、それは各家の人に説明して了解を

いただかなければならないんだけれども。そのときに、やはりお金の補助を

する、工事費の補助をするということもあわせて考えていっていただければ

なと思います。 
 あちこちでこれが出てきているんですよ。横浜市は独自補助ということ

で、これはブロック塀の高さ１メートル以上の撤去と軽量フェンスについて

は上限合計で３０万円の補助をして、これが補正予算で３００件分、約１億

円の予算を盛り込んでいるというところとかさまざまありますので、出てき

ていますので、調査した上で軽量フェンスへ取りかえていくと、安全のため

にね。そこに対してやはり町としても補助していくということもあわせて考
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えていっていただければなと思います。 

 そのこともちょこっと答弁をいただいて、あと終わりたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 お答えいたします。 

 県内でも鹿角市さんが何かやるような話も聞いておりますので、国の動向

を見ながら進めてまいりたいと思います。（「終わります」の声あり） 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 ３番、伊藤千作議員の一般質問を終わります。 
 １時まで休憩します。 

  

     午前１１時４６分  休 憩 
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
      午後 １時００分  再 開 

 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 ただいまの出席議員数は１６名であります。定数に達しております。 

 ただいまより、１１番、高橋 満議員が出席しております。 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
 一般質問を続行いたします。 

 １３番、堺谷直樹議員の一般質問を許します。１３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 それでは、さきに通告した２件についてお伺いをいたします。 

 ３番議員さんと内容がダブる部分もありますけれども、ご了承願いたいと

思います。 

 １件目、子供たちを人災から守れ。 
 ６月１８日に震度６弱という激震に見舞われた大阪北部地震、亡くなられ

た方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様には心よりお

見舞い申し上げます。 

 さて、この地震によって小学校のブロック塀が倒れ、女児が下敷きになり

命を落とすという痛ましい事故がありました。このブロック塀、その後の調

査で違法建築だったことが発覚し、「地震による天災ではなく人災だ」とマ

スメディアが報じていましたが、まさにそのとおりだと思います。二度とこ

のような痛ましい事故が起こることのないよう早期の対策を切に願うわけで

すが、我が町の学校施設等の安全対策についてはどうなっているのかお伺い

します。 
 １．ある報道で我が町の学校施設にも基準違反のブロック塀が２カ所あっ

たという記事を目にしましたが、その詳細と対応について伺います。 
 ２．通学路にあるブロック塀について、危険度をどの程度把握し、どのよ
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うな対応をしているのか伺います。 

 ３．学校施設や通学路において、ブロック塀以外に危険だと認識している

場所や構築物等はあるのかお伺いします。 

 ４．通学路交通安全プログラムにおいて、平成２６年の通学路総点検結果

や対策を一覧表や図にして公表していることは、地域全体で認識を共有する

ための大変すばらしい取り組みだと私は高く評価しております。このプログ

ラムの中に「定期的な合同点検」とありますが、平成２６年以降は実施して

いるのか、していないとすれば「定期的」の定期とはどんな定義なのかお伺

いします。 

 次に、集客のための方策は。 
 「株式会社さんばりお」の平成２９年度の事業報告が６月定例会で示され

ました。レストラン部門、物産販売部門とも売り上げが減り、赤字となって

しまったことは大変残念に思います。レストラン「たかいし野」のエビフラ

イは人気が高く、リピーターが多いと聞きますが、私もその一人です。さき

の報告書を見れば「道の駅利用者の減少が要因」と書いてありますが、その

減少の要因は何だと考えますか。 

 道の駅の前を通るたびに思いますが、今まで通行者の視覚に訴えることが

できていたぴんきい号、グリーンぴあ、サンバリオへの動線や建物自体をふ

るさと資源情報センターの建物が遮断したことが大きな要因の一つとなって

いるのではないでしょうか。町当局の見解を伺います。 
 また、営利目的で運営されている指定管理の建物、中でも、ゆめろん、ゆ

うぱる、サンバリオは、今後どのような方策で集客を図っていくのか伺いま

す。 
 以上、壇上からの質問を終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番、堺谷直樹議員の壇上での質問が終わりました。 

 当局の答弁を求めます。教育長。 
教 育 長 （ 鎌田義人 ） 

 １３番、堺谷直樹議員のご質問にお答えします。 
 議員質問１つ目でありますが、先ほど伊藤千作議員の一般質問にお答えし

たとおり、大阪府北部を震源とする地震により小学校プールのブロック塀が

倒壊し、女子児童が亡くなったことを受けて、町内小中学校を緊急点検した

ところ、琴丘小学校と下岩川小学校の２校にブロック塀がありました。両校

とも有資格者による建築基準法に基づいて点検を実施した結果、琴丘小学校

につきましては、プール目隠し用に設置されたブロック塀で、高さは２．１

メートルと基準以内にあるものの、控え壁が３．４メートル以下ごとに必要

なのに対し５メートル以上あり、基準を満たしておりませんでした。下岩川

小学校につきましては、以前使用していた野球部用具倉庫を囲むようにブ

ロック塀が設置されており、高さは２．１メートルと基準以内にあるものの

控え壁がなく、劣化や損傷も見られました。 
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 この点検結果を踏まえて、琴丘小学校につきましては今すぐ倒壊する恐れ

がないことから、プールシーズン終了後、建築基準に合わせた新たな目隠し

用フェンスの設置予定をしています。本定例議会で補正予算計上しておりま

すので、ご審議いただきたいと思います。下岩川小学校につきましては、危

険なことから、既に夏休み中に撤去しております。 
 ２つ目の「通学路にあるブロック塀について、危険度をどの程度把握し、

どのような対応をしているか」については、教育委員会では小中学校の通学

路沿いにあるブロック塀の調査をことしじゅうに実施したいと考えていま

す。また、各小学校の防災マップで危険箇所や避難場所を表示していますの

で、危険なブロック塀の箇所もこれに書き加えながら、児童生徒に注意を呼

びかけるとともに、各学校での安全指導などを進めてまいります。 

 ３つ目の「学校施設や通学路において、ブロック塀以外に危険だと認識し

ている箇所や構築物等はあるか」については、今年度、各小学校から防犯上

の通学路危険箇所を報告していただいておりますので、今月中に各関係課等

と合同点検を行い、対策内容につきましても各小学校へ周知する予定です。 
 ４つ目の「通学路交通安全プログラムの中で定期的な合同点検とあるが、

平成２６年以降は実施しているのか、していないとすれば「定期的」の定義

は」についてですが、平成２４年度に各小学校通学路の緊急合同点検を実施

し、２８年３月に通学路交通安全プログラムを作成しております。２９年度

に交通上の通学路危険箇所を報告していただき、ことし５月に関係課等と合

同点検を行っており、対策内容を周知しております。 

 今後は、１年に１回、夏季休業中に定期的な合同点検を行うとともに、緊

急に必要な箇所については随時対応してまいります。 
 以上であります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 町長。 

町  長 （ 田川政幸 ） 
 それでは私のほうから、１３番、堺谷直樹議員の「集客のための方策は」

についてお答えをいたします。 
 お尋ねの２点目前段の平成２９年度のサンバリオの利用者減少の要因につ

いてでありますが、平成２６年度以降のサンバリオとグリーンぴあの来客者

数を見ますと、サンバリオは平成２６年度３万６，０００人、平成２７年度

が３万７，０００人、平成２８年度が４万人、平成２９年度が３万７，００

０人、グリーンぴあは平成２６年度９万２，０００人、平成２７年度が９万

９，０００人、平成２８年度が１０万９，０００人、平成２９年度が１０万

５，０００人となっております。 

 ふるさと資源情報センターの建物建設による動線遮断が大きな要因ではと

のご指摘でございますが、ここ数年の来客者数の動向を見ますと、施設に

よっては増減幅にばらつきがあり、増加傾向や横ばい状況のものがあり、営

業努力や天候の影響によるものが大きいものと考えております。 
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 しかしながら、平成２９年度の来客者数を見ますと両施設とも来客者数は

減少しておりますので、直売所軽食コーナーの設置や、ふるさと資源情報セ

ンター建設により来客者が分散したことも一つの要因と考えております。 

 ２点目後段の営利目的で運営されている指定管理施設の集客についてであ

りますが、第三セクターは行政機能を補完、代行しており、独立した経営主

体である以上、自主的、主体的に健全経営に取り組むことが原則と考えてお

りますが、町の出資も大きなものとなっており、定期的に経営分析を実施

し、適切な経営改善指導を行ってまいりたいと考えております。 
 ご指摘の施設のうち、ゆめろんとゆうぱるについては、ここ数年の決算で

も黒字で推移しており、安定的な経営状況と認識しております。両施設とも

独自のイベントやインターネットによる情報発信を強化しているほか、クア

オルトと連携しながら、入館者の増加、確保に努めており、今後もお客様の

ニーズを的確に捉えた経営を進めるため、定例の経営会議において課題や検

討事項を協議しながら進めてまいりたいと考えております。 

 また、サンバリオにつきましては、残念ながら平成２９年度に赤字決算と

なったところでございますが、来客者の減少による売り上げの減と、仕入れ

価格や光熱水費等経費の増加によるものが原因と考えております。このた

め、集客の増加を図ることが最大の課題と考えており、道の駅全体の活性化

を図るため、レストラン、体験学習室、直売所、情報センター等と連携した

イベントを充実させ集客を図るほか、お客様のニーズに合ったメニューの提

供や情報発信の強化による個人及び各種団体、企業等へのＰＲにより集客を

図っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 当局の答弁が終わりました。 
 １３番、堺谷直樹議員の再質問を許します。１３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 それでは、最初の件につきまして再質問します。 

 調査したのは有資格者ということですが、これの委託先と費用をちょっと

教えてください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 委託しておりませんで、ちょうどほかの設計屋さんがちょっと用事があり

まして、打ち合わせがありましたので、そのときに１級建築士の方から、２

カ所だけでしたので、まず無料で見てもらったということです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 そうすれば、点検の基準、判定基準となるものは何を利用されたんでしょ
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うかね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 ブロック塀の建築基準法のところです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 平成２０年３月１０日、国土交通省告示第２８２号に定められている判定

基準に基づき実施することという通達が多分県のほうに出ていると、国のほ

うから県のほうに出ていると思うんですが、これに照らし合わせて行われた

ということでよろしいですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 はい、そのとおりです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 地震が起こったのが６月１８日、これで全県への調査報道がなされたのが

７月１３日なんですね。その前の７月６日の臨時議会で、こういうことが

あったという報告がなかったんですけれども、間に合わなかったんでしょう

かね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 その時点では国のほうからまだ点検して報告してくださいという通知は来

てなかったと思っています。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 いや、７月１３日の段階で「ブロック塀４５個が不適格」ということで新

聞報道がなされています。７月６日の日に臨時議会があったんですけれど

も、７月１３日に掲載されるということはそれ以前に判定されていたという

ことだと思うんですが、じゃ町で基準違反を把握したのはいつなのか、地震

以降の経緯を時系列で教えてください。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 今、資料を持っておりませんので、ちょっと時間をいただきたいと思いま
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す。（「後で知らせてください」の声あり）はい。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 何でこういうことを聞くかというと、結構町民から問い合わせがあるんで

すね、「ブロック塀２カ所、どこだ」とか。我々議会のほうにはまだ報告が

上がっていないということでお話をさせてもらうんですが。 
 今回だけでなくて、報道で事実を知ったということが今までにも結構あっ

たと思うんです。さきの全協で１４番議員が話されていた喫茶店もいい例で

すよね。あの建物が喫茶店になるなんていうのは少なくとも私は知らなかっ

たです。そういうことがあるということ自体、私はちょっと首をかしげるん

ですが、当局と議会は両輪だと町長はおっしゃっていますけれども、今後ど

うあるべきか、町長のほうから答弁。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 町長。 
町  長 （ 田川政幸 ） 

 議員ご指摘のとおり、ご報告がタイミングによってはちょっとおくれる場

合もあるかと思いますが、これからこういう事案が出た場合は速やかに議会

のほうに報告したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 よろしくお願いします。 
 それから、学校施設や通学路においてブロック塀以外に危険だと認識して

いるものについてですけれども、先ほどの教育長の答弁で、今度点検を実施

するんだということでしたけれども、これもあれですか、どこか予算をとっ

て委託される予定はあるんでしょうかね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 これについても建設課など関係課と一緒に点検したいと思っています。 
 いずれ中身については、児童が通学路で１人になる場合のような、通学路

の危険な箇所の点検ということになっておりますので、よろしくお願いいた

します。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 いずれこういう構築物の専門知識を有しているのは建設課だと思いますの

で、ぜひ協力をしてやっていただきたいと思います。 
 それから、さきの台風で通学路の家屋が倒壊したということで、寝耳に水
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の話だったんですけれども、どうか点検するとき、こういうところも気をつ

けて点検していただきたいと思います。 
 あと、学校施設の危険なところということで、実は私、小中学校をちょっ

と１回、回って見てきましたけれども、山本中学校の東側の斜面にモルタル

を吹きつけてあるんですが、既に劣化して水平ひび割れが起きて、せり出し

ているような状態なのはご存じですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 東側といいますと体育館のほうでしょうか。（「共励館の下のほう、校舎

の横の」の声あり）いや、ちょっとわかりませんでした。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 非常に崩落する危険があると私は見てきたんですが、どうかそれも早急に

調査なり何なりちょっと確認するなりしていただきたいと思います。 

 いずれ通学路を取り巻く環境は１年たてば大分変わると思います。年１回

点検していくんだという教育長のお話もありましたので、どうかひとつよろ

しくお願いをしたいと。 

 それからあと、危険性の有無を一番認識しているのは自治会の皆さんだと

思いますので、どうか自治会長会議の際とかにも情報提供してもらうとかそ

うやっていただければと思いますが、どうでしょうか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 自治会初め学校の見守り隊の方からも情報提供いただいて、そのように対

応していきたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 よろしくお願いします。 
 そうすれば、２件目、集客のための方策についてですけれども、入場者数

の話をさっきされていましたけれども、２６年度からの経営状況を説明する

書類の中にサンバリオの利用者数を書いてありますけれども、これだけを見

ると２６年度は約５万８，０００人、２７年度が６万人、２８年度が６万

１，０００人で、２９年度が５万５，０００人と。５，０００人弱、１０％

の減とここには書いてありますけれども、そんなに大きく変わってはいない

んだという話ですが、これぐらいやはり利用者が減っている状況を鑑みれ

ば、少なからず何らかの影響があるのではないかと私は考えていますけれど

も、その辺どうでしょうか。 
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議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 先ほど町長が答弁しました数値でございますが、あれはレストラン部門の

来客数となっております。それで、レストラン部門の来客者数、２６年から

の推移を見ますと２８年が４万人ということで、ぽんと高くなっているわけ

ですけれども、それ以外は大体３万６，０００人、３万７，０００人という

ことで推移しているということで、思ったほど動線遮断による影響が、思っ

たほどはなかったのかなと思っております。あとグリーンぴあのほうも見ま

すと平成２８年を除きますと右肩上がりといいますか、増加傾向のほうにあ

ると思っておりますので、そこら辺も思ったほど影響はなかったのかなと考

えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 私の知る限り、道の駅の建物で国道に背中を向けて建っている建物はない

ように思うんですけれども、あのつくり自体、どう思われますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 確かに国道に背中を向けているという施設はなかなかないのかなと思いま

すが、いずれ建てた当初は、そこに建てることによって人の流れを導くとい

うような説明であったかと思いますが、今となりますとやはり奥の建物が見

えづらかったということで、影響は出ているのかなとも考えております。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 まさしくそのとおりだと思います。 

 建物の位置については将来的に不都合が生じるおそれがあるとして、当時

の担当課長に、これは正式ではございませんけれども、議会側から強く提言

をしたことがありましたけれども、実際は聞き入れていただけなかったとい

う経緯もあります。その結果、こういう不都合が生じてきたんじゃないかな

と私は考えるんですが、どうですか、あの建物を移設するとか、例えば正面

側に玄関を設けるとか今後手を加える可能性、そういうところ検討なんかは

ないでしょうか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 お答えいたします。 
 いずれあの建物ができてまだ２年ぐらいでございますので、この後、国の
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会計検査とかそういうものもあろうかと思いますので、今現在ではそういう

手をかけるというところまではできないのかなと思っております。 
 ただ、国道から目立つような対策といいますか、例えばアーケードみたい

なものをつくって国道から見えやすくするとか、そういうものなら可能なの

かなとも考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 今も看板だとかのぼりだとか旗とかはあるんでしょうけれども、それでも

売り上げが減っているということで、何かしらの対策は必要かと思います。 
 ちなみに、あれですかね、秋田市方面から三種町に走ってくると大きいゆ

めろんのＰＲ看板を私は目にするんですが、それ以外の看板をちょっと目に

したことがないもんですから、それ以外の例えばゆうぱるだとかサンバリオ

だとかＰＲ看板、立っているのか立っていないのか、立っているとすればど

こに立っているのかちょっと教えていただけますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 
商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 詳細には把握してございませんが、ゆめろんのような大きな看板というの

は、サンバリオ、ゆうぱるについては立ってないと思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 何で立ってないんですかね。何でゆめろんだけなんですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 建設した当時のＰＲの方法ということで、そこまで考えていなかったのか

なと推定されます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 看板を立てる立てないに何か基準あるんですか。例えば売り上げがこれ以

上ないととか、町の中でそういう基準はありますか。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 特にそのような基準はございません。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 
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１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 ないとすれば、ぜひサンバリオとゆうぱるの看板も設置していただきたい

と私は考えるんですが、どうですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 

（ 桜庭勇樹 ） 

 今後の経営会議の中で協議してまいりたいと考えます。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 ぜひお願いします。 

 それから、今、若者の間ではＳＮＳというものも大変はやっているようで

すけれども、どうですか、「みたねっと」と連携してこういう施設をＰＲし

ていく方法も考えられてはどうかなと思うんですが。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 「みたねーしょん」、（「みたねっと」の声あり）「みたねっと」です

か、いずれそういう情報発信のものがあれば、連携することによって集客が

図られるかなと思いますので、今後協議してまいりたいなと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 すいません、企画課長、「みたねっと」という名前でよかったですよね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 企画政策課長。 

企画政策

課長 
（ 金子 孝 ） 
 「みたねっと」でよろしいです。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 三種町若者会議がありますので、ぜひそういうところも視野に入れて考え

てください。 

 それから、どうですか、今度、映画ありますね、映画、デイアンド、何で

したっけ。デイアンドナイト、あれに絡めて何か宣伝するような考えはない

ですか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 商工観光交流課長。 

商工観光

交流課長 
（ 桜庭勇樹 ） 
 この間の全協でもご説明しましたが、この後の前売り券販売をゆめろん、



- 85 - 

ゆうぱる、それから道の駅ことおかということで考えておりますので、そこ

ら辺も宣伝にはなるのかなと考えております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 いずれ売り上げが減少してこのまま建物が衰退することのないように、ひ

とつ十分よろしくお願いしたいと思います。 
 以上で。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番さん、先ほど保留されておりました質問に対して答弁させます。 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 ６月の大阪北部地震がありまして、次の日、６月１９日に教育委員会の職

員が学校９校を調査しておりまして、ブロック塀が２カ所よりないというこ

とがわかりました。それで、６月２８日に１級建築士、オバタ設計から、

ちょうど八竜の体育館の打ち合わせ事項がありまして、そのときお願いしま

して、無料でまず見ていただいております。 
 それで、７月２日に県から通知がありまして、調査依頼、７月４日に県へ

２個あるということで報告しておりますが、臨時議会のとき一般行政報告と

かこちらで報告するタイミングがありませんでしたので、報告しないで終

わってしまいました。大変申しわけございませんでした。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 いろいろあったと。８月１０日にも全員協議会をやっているんですよね、

８月１０日にも。その場では報告できたんじゃないでしょうかね。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 大変申しわけございませんでした。９月定例議会に報告するという頭ばっ

かりで、気がつきませんでしたので、今後気をつけたいと思います。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 わかりました。 
 最後に１つだけ、私も実際琴小のブロック塀を見させてもらいましたけれ

ども、ちょうど水泳の授業をやっていて、あれは立入禁止措置のつもりで

やっておられるのかちょっと私はわからなかったんですけれども、椅子を並

べて、ビニールのテープをただびろっと張って、何なんだろうなという思い

で私は見てきました。そのブロック塀の脇のプールの周りをプールに入らな
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い子供が走って回って歩いていたので、おやおやと思って見ていたんです

が、あれは立入禁止のつもりでああいう措置されたんでしょうかね。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 
教育次長 （ 畠山広栄 ） 

 すいません、琴丘小学校の先生のほうからやっていただきまして、まず近

づくなと、危険箇所があるよという目印のためだと思っております。 
議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 

１３番 （ 堺谷直樹 ） 
 小学校の先生もいいんですけれども、学校設置者にそういう義務があるん

じゃないですか、違いますか。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 教育次長。 

教育次長 （ 畠山広栄 ） 
 学校設置者は町長ですので、そうだと思います。ただ、管理者は学校長で

ありますので、今後そのような場合は教育委員会から出向いて、ちゃんと

ポールとか設置したいと思います。 

議  長 （ 金子芳継 ） 

 １３番。 
１３番 （ 堺谷直樹 ） 

 何せ人命にかかわることですから、きちっとした対策を今後よろしくお願

いします。 
 じゃ以上で終わります。 

議  長 （ 金子芳継 ） 
 １３番、堺谷直樹議員の一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終結いたします。 
 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 
  

 

                         午後 １時３４分  散 会 
 


